
様

　 こ の度次のと おり 賃貸借契約を解約し 、 貸室を退去し ますのでお届け致し ます。

尚、 解約期日の翌日以後、 室内に残留物がある場合、 私はその一切の権利を放棄し 、 貴殿がどのよう に処分さ れよう と も

一切異議は申し ません。 就いては、 賃貸借契約書に定められた条項に従い損害金等の請求に対し ても 一切異議は申し ませ

ん。

物 件 名 部屋番号 号室

賃借人名 ㊞

連 絡 先 携帯番号

解 約 日 　 平成　 　 年　 　 月　 　 日 解約通知日 　 平成　 　 年　 　 月　 　 日

フ リ ガナ

〒　 　 　 　 　 -

TEL

《 本通知書作成にあたっ てのご注意と お願い》

①　 契約解約日

②　 退去（ 明渡し ）

③　 賃　 料　 等 契約解約日以前に貸室を退去さ れても 、 契約解約日まで頂きます。

④　 電気・ ガス・ 水道料金等

⑤　 返還金の送金

⑥　 火災保険ご加入の方へ

／ ／ ／

　 《 Ａ Ｉ Ｕ 保険会社　 入居者保険ご加入の皆様へ》
　 　 お引越し による保険契約の住所変更、 解約の手続きはＡ Ｉ Ｕ 保険会社・ 異動解約
　 　 サポート センタ ーへご連絡下さ い。 　

移転後の
連絡先

口座名義

電気、 ガス、 水道及び電話は各供給機関に前も っ て連絡し 、 必ず退去日までの料金を精算し て

く ださ い。

賃　 貸　 借　 解　 約　 通　 知　 書

銀 行 名 支 店 名
敷
金
返
金
先

賃貸借契約書の契約解約の条項に基づき 、 予告期間が必要です。

退去は、 貸室を明渡し 、 鍵を返還し たと きに完了し たも のと 認定し ます。 なお、 鍵の返還以降

は、 契約解約日以前でも 貸室の使用はできません。

口座番号普通　 ・ 当座

き り と り 線

住所変更・ 解約手続きはご契約者ご自身で下記フ リ ーダイヤル宛にご連絡の上お手続きをお願

い致し ます。 尚、 テナン ト 総合保険にご加入の方は当社迄ご連絡をお願い致し ます。

受付者 担当者 経理担当

敷金は、 賃料及び修繕費等の支払債務が残っ ている場合には、 その債務金額を控除し た残額

を 、 ご指定の金融機関の預貯金口座に振り 込みます。 尚、 振込みに係る振込手数料は賃借人に

ご負担頂きます。

　 《 Ａ Ｉ Ｕ 保険会社　 入居者保険ご加入の皆様へ》
　 　 お引越し による保険契約の住所変更、 解約の手続きはＡ Ｉ Ｕ 保険会社・ 異動解約
　 　 サポート センタ ーへご連絡下さ い。 　

　 　 フ リ ーダイヤル　 ： 　 ０ １ ２ ０ －５ ６ ５ －７ ７ ３

　 　 　 ※テナント 総合保険にご加入の方は当社宛にご連絡お願い致します。

き り と り 線


